
　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　１　被告は原告に対し，別紙物件目録記載の各土地建物につき，平成１１年６月１７日

遺留分に基づく減殺請求を原因として，それぞれ１３億３９７２万９２２７分の３１３９
万９４２７の持分権の移転登記手続をせよ。

　２　被告は原告に対し，金２０万６４０５円及び平成１１年６月１８日から支払済みまで年
５分の割合による金員を支払え。

　３　原告のその余の請求を棄却する。
　４　訴訟費用は３分し，その１を被告の，その余を原告の負担とする。
                    事実及び理由む
第１  当事者の求めた裁判
　　１　原告

（１）  　　　被告は原告に対し，別紙物件目録記載の各土地建物につき，平成１１年６
月１７日遺留分に基づく減殺請求を原因として，それぞれ１０００分の６５の
持分権の移転登記手続をせよ。

（２）　　　　被告は原告に対し，金２７８万２４４１円及び平成１１年６月１８日から支払
済みまで年５分の割合による金員を支払え。

（３）　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
（２）　　　　原告の請求を棄却する。
（３）　　　　訴訟費用は原告の負担とする。

第２　事案の概要
　１　争いのない事実
　（１）　　　甲は，平成１０年６月２８日死亡した。
      　　　相続人は別紙相続関係図記載のとおりであって，原告は，６分の１の法定相続

分，１２分の１の遺留分を有する。
　（２）　　　甲が死亡し，相続が開始した時点での甲の遺産は，積極財産として，別紙遺

産目録一，二の不動産，同三の預貯金のとおりであって，別紙遺産目録一，二
の不動産の甲死亡時の評価額が同目録一，二記載の額であること，消極財産
として，別紙借入金一覧表（１４億８４９３万５５０１円）及び預かり敷金一覧表（１
億１５６７万４８５０円）並びに別紙税金の支払分（２７０６万６４００円）及びビル
修理代外（５１６万０９３１円）のとおりであって，その総額は１６億３２８３万７６８
２円なる。

  （３）　　　甲は，別紙相続一覧表（遺言書）記載のとおり，昭和５９年６月２６日，平成２
年５月８日及び平成７年１２月１８日の公正証書遺言によって，積極財産のほと
んどを被告に遺贈し，さらに消極財産のすべてを被告が承継した。

      　　　　原告は，昭和５９年１２月１８日の公正証書遺言によって，２００万円の遺贈を
受けた。

　（４）　　　原告は，被告に対し，平成１１年６月１６日付内容証明郵便で遺留分減殺権
の行使をし，同書面は翌１７日に到達した。

　２　争点
　　　遺留分算定の基礎となる積極財産の範囲
　（１）　不動産の生前贈与
　　　（被告の主張）

　甲は，下記の不動産を原告に贈与した。なお，①の土地（以下「Aの土地」と
いう。）は，原告が自己所有として売却したものを，甲が追認したものであって，
原告が売却代金を費消していることからすると，原告に贈与したと解すべきで
あり，②の土地建物（以下「Bの土地建物」という。）は，甲が原告名義で購入
し，甲が購入代金を支払ってきたものである。

　　　①　昭和６０年３月１２日　　
          福岡市A
　　　　　田（但し現在宅地）　６８７・６０平方メートル　
      　②  昭和５３年１月        
　　　　イ　福岡市B
         　 宅地　１３１・７６平方メートル
　　　　ロ　同所　家屋番号　６６番３６
　　　　　　居宅　木造瓦葺２階建



　　　　　　　１階　５２・９９平方メートル
　　　　　　  ２階　２３・１８平方メートル
      （原告の主張）
　　　①　Aの土地は　甲が売却したものであって，同売却代金のうち４５００万円の贈与

を受けた。
　　　②　Bの土地は，甲が原告名義で借入をして土地を購入し，建物を建築したが，借

入金は全て原告が返済してきており，原告所有不動産である。
  （２）　現金による贈与等
      （被告の主張）
　　　①　昭和３２年　２８万円
　　　　　甲はCの土地を乙に売却し，右代金２８万円を原告に贈与した。
　　　②　昭和３６年　（金額不明）
          甲はＤの土地を売却した代金を原告に贈与した。
　　　③　平成２年１０月２４日　（金額不明）　
　　　　　甲は，下記E土地建物を売却し，その代金（少なくとも６２５万円）を原告に贈与

し，原告はこれを賠償金に充てた。
　　　　イ　筑紫郡那珂川町E
　　　　　　宅地　２８７・７７平方メートル　
        ロ　同所　
　　　　　　事務所　軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
              １６・５６平方メートル
　    （原告の主張）
　　　　いずれも否認する。
  （３）　甲の原告に対する貸付金
      （被告の主張）
　　    　　　原告は，昭和４４年ころ，甲の農協の口座から５０万円を無断で持ち出し，さら

に，次の金員を借受金名義で甲から受領した。これらは原告の返済を期待でき
ないものであったことから，贈与と考えるべきものである。

　　　①　昭和５４年５月１７日　　３５万円
　　　②　昭和５６年５月２９日  　１５万円
　　　③　昭和５７年１月３０日　　１５万円
　　　④　昭和５８年１０月３日　１００万円
      （原告の認否・主張）
　　　　　　　　①，②，④の借入は認め，③は否認する。借入金のうち８０万円は返済し

た。原告の借受金について，未返済部分を遺留分算定の当たり，贈与と同
様遺留分から控除されることに異議はない。

　　　（被告の認否）
　　　　　　　８０万円の返済は否認
第３　裁判所の判断
　１　遺留分算定の基礎となる積極財産の範囲

　甲が死亡して相続が開始した時点における甲の積極財産が，別紙遺産目録一，
二の不動産，同三の預貯金であったこと及び別紙遺産目録一，二の不動産の甲
死亡時の評価額が同目録一，二記載の額であることはいずれも当事者間に争い
がなく，その総額は２８億９４３２万２２３４円となる。
　被告は，甲が原告に対し，次の財産を贈与しているので，遺留分算定の基礎と
なる財産に加えるとともに，右贈与分を原告の遺留分から控除すべきである旨主
張するので以下，検討する。

　（１）　不動産の生前贈与について
①　Aの土地につき

　被告は，Aの土地を原告が自己所有として売却したものを，甲が追認する
ことによって，同売買契約は有効になったものであり，売買代金４５００万円
を原告が費消していることからすると，甲がAの土地を原告に贈与し，原告
が売却したものと解すべきである旨主張するところ，原告は，Aの土地の売
主は甲であって，その売却代金４５００万円の贈与を受けたにすぎない旨主



張し，原告の主張に沿う丙の陳述書（甲３８）及び証言並びに原告本人の供
述がある。しかしながら，乙１号証によれば，Aの土地の売買契約書には，
原告を売主と記載し，その特約事項には，「本件売買は他人の農地につい
ての売買」と明記されており，しかも，同契約書には，甲が昭和６０年３月１２
日に追認した旨の記載とともに甲の署名捺印のある続き用紙があって，甲
の印鑑で割り印が押捺されていることが認められ，同契約書の記載からは，
原告が甲の所有するAの土地を売却し，甲がこれを追認したものと認めるし
かない。
　この点，原告及び丙は，甲はAの土地の売却を事前に承諾し，売買契約
締結時，甲も同席した上で，特約事項が記載されて同契約書は作成された
旨供述及び証言するところ，所有者である甲が売却するのに，特約事項とし
て他人の農地の売買であると記載がなされるのは不自然であって，甲１号
証，丙の証言及び原告の供述は信用できない。乙２５号証によれば，同売
買契約書の売主欄の右横に甲が署名捺印したのは，昭和６０年３月１２日
の追認の際記載したものと認めるのが相当である。
　そうすると，甲の追認によって，買主はAの土地の所有権を取得すること
ができたのであって，甲の追認は，他人の土地を売却して債権的な効果し
かなかった売買契約に物件的な効果を付与したものであり，原告が売買代
金４５００万円を費消していることからすると，原告への贈与を伴っていると
みるべきである。
　以上によると，Aの土地は遺留分算定の基礎となる財産であって，遺留分
算定のためには，同土地を前記積極財産に加えて算定することになるとこ
ろ，乙３０号証によれば，Aの土地の平成１１年度の固定資産税評価額は７
３５５万２５６１円であることが認められるものの，同土地が道路用地して減
歩されて６５９平方メートルとなっていることは争いがなく，減歩前のAの土地
の面積（６８７・６平方メートル）に合わせた評価額は７６７４万４６７５円とな
る。

　　　②　Bの土地建物につき
　被告は，Bの土地建物は，甲が原告名義で購入し，甲が購入代金を支払っ
てきたものであって，同土地建物も原告への贈与とみるべきである旨主張す
るところ，Bの土地建物は甲が昭和５３年１月２０日に原告名義で購入したこ
とは当事者間に争いがなく，乙３号証の１，２によれば，同土地建物は，株式
会社戊相互銀行からの融資を受けて購入したものであることが認められる。
　被告は，その本人尋問において，上記戊銀行への返済は，甲が毎月原告
に返済資金を手渡して返済してきた旨供述するところ，原告は，その本人尋
問において，昭和５３年５月からタクシー運転手として働き，その収入から戊
銀行への返済を行い，返済できなかった時は，甲に借りて返済してきてお
り，右借受を示すものが乙５号証の１ないし３の借用証である旨供述し，同
供述及び乙５号証の１ないし３の存在とその内容とを対比すると，被告の前
記供述をもって，Bの土地建物の購入資金として借り入れた株式会社戊相
互銀行からの融資全部を，甲が原告に交付する方法で支払ってきたと認め
ることはできず，他にこれを認めるに足る証拠はない。

  （２）　現金の生前贈与について
　　　①　Ｃの売却代金につき
　　　　　　　　被告は，甲がＣを昭和３２年３月乙に売却してその代金２８万円を原告に贈

与した旨主張し，乙２６号証，被告本人尋問結果によれば，甲がＣを乙に代
金２８万円で売却する際，原告の刑事事件について費用がいるからと説明し
ていたことが認められるが，本件全証拠によるも，その具体的な使途は明ら
かでなく，同売却代金が原告に対し贈与されたと認めることはできない

　　　②　Ｄの売却代金につき
　　　　　　　　被告は，甲がＤを己に売却してその代金を原告に贈与した旨主張し，乙２

号証によれば，甲が昭和３３年５月１日Ｄを己に売却したことが認められる。
そして被告は，その本人尋問において，その売却代金を原告がもらって上京
したということを聞いた旨供述するところ，甲１０号証によれば，被告は当時
９歳であって，甲からの伝聞状況も明らかでなく，右供述をもって，原告の対
する贈与と認めることはできず，他にこれを認めるに足る証拠はない。



　　　③　Eの売却代金につき
　　　　　　　　被告は，甲がE（土地につき持ち分２分の１）を売却してその代金を原告に

贈与した旨主張する。
　乙４号証，７号証，２３号証，２４号証の２，原告本人尋問の結果によれば，
原告は，甲所有の庚ビルを甲の承諾を得ずに売却する契約を締結して手付
金を取得したものの，甲の承諾を得られずに，手付金を返還することにな
り，自己が費消した分２５００万円を返還するために，Eを売却することにな
り，辛に委任したこと，平成元年８月３日に同土地の持分２分の１と同土地
上の自己所有建物を辛に売却したとして所有権移転登記手続をし（同持分
等は平成２年１０月１６日に壬株式会社に売却されて同月１７日に所有権移
転登記手続がされた。），平成２年５月３０日に同土地の持分２分の１と同土
地上の甲所有建物を壬株式会社に売却して（同年１０月２４日に所有権移転
登記手続がされた。），この売却代金で２５００万円を返済したこと，Eには甲
を債務者とし，癸農業協同組合を抵当権者とする極度額１０００万円の根抵
当権と１５００万円の抵当権がいずれも昭和６１年９月２９日付けで設定され
ていたが，上記売買代金でその負債（最大で１５００万円）を返済して抵当権
及び根抵当権が抹消されたこと，今光の土地上にある原告所有の建物は昭
和６０年９月２５日新築の木造瓦葺２階建の居宅（１階８０・１３平方メートル，
２階３３・１２平方メートル）であり，原告は上記Eの外にその所有建物の売却
によって２５０万円を受領したことが認められる。
　以上認定の事実によれば，Eの売却代金は，甲の癸農業協同組合に対す
る抵当権付負債を控除してもなお２７５０万円はあったことが認められるもの
の，原告所有の建物が昭和６０年に新築された建物であることからすると，
同２７５０万円が原告所有の土地の持分と同建物の代金に相当する可能性
もあって，甲の持分等の売却代金によって原告が利益を受けたと認めるに
は十分でなく，他にこれを認めるに足る証拠はない。

　（３）　甲の原告に対する貸付金等について
      ①　　　　　甲が原告に対し，昭和５４年５月１７日に３５万円，昭和５６年５月２９日に

１５万円，昭和５８年１０月３日に１００万円を貸し渡したことは当事者間に争
いがない。
　被告は，昭和５７年１月３０日にも甲が原告に対し１５万円を貸し渡した旨
主張するところ，乙５号証の３には，同趣旨の記載があるが，これは原告の
借用証の欄外に記載されているだけであって，右記載をもって，甲が原告に
対し，同記載の貸付を行ったと認めることはできず，他にこれを認めるに足
る証拠はない。
　一方，被告は，上記貸付につき，うち８０万円の返済をした旨主張し，甲の
預金口座の取引明細が記載された甲４７号証を提出するところ，同口座へ
の振り込みを原告が行ったとする証拠は原告本人の供述以外なく，前記貸
付に関する借用証が甲の下に残されていた事実からすると，前記貸付に対
し原告が８０万円の返済をなしたとするには十分でなく，他にこれを認めるに
足る証拠はない。

　　　②　　　　被告は，原告が，昭和４４年ころ，甲の農協の口座から５０万円を無断で
持ち出して上京した旨主張し，甲から同趣旨話を聞いた旨の被告本人の供
述があるが，甲４６号証，原告本人尋問の結果と対比し，同供述をもって，
原告が甲の農協の口座から５０万円を持ち出したと認めるには十分でなく，
他にこれを認めるに足る証拠はない。

　２　原告の遺留分額及び遺留分侵害額
　原告の遺留分額は，甲の死亡時における積極財産である別紙遺産目録一，二
の不動産の評価額，同三の預貯金の合計２８億９４３２万２２３４円に甲の原告に
対する貸金１５０万円を加え，更に前記原告に贈与されたAの土地の評価額７６７
４万４６７５円を加算した２９億７２５６万６９０９円から負債総額１６億３２８３万７６８
２円を控除した１３億３９７２万９２２７円に原告の遺留分割合１２分の１を乗じた１
億１１６４万４１０２円となるところ，原告が甲から受けたAの土地の評価額７６７４
万４６７５円及び遺言によって受領した２００万円を控除した額である３２８９万９４２
７円が具体的遺留分額となる。
　さらに，遺留分侵害額は，原告が前記１５０万円の支払義務を負っており，原告



は遺留分算定に当たり贈与と同様の扱いをしても異議はない旨主張しており，被
告はこれを贈与と主張していること及び民法１０４１条の趣旨からすると，これを控
除した３１３９万９４２７円が遺留分侵害額となる。

　３　遺留分侵害に基づく移転登記等
　別紙遺産目録一，二の不動産のうち，現在被告名義の不動産は別紙物件目録
記載の不動産だけであって，同不動産と別紙遺産目録三の預貯金から原告及び
原被告同様甲の子であるイにそれぞれ遺贈された各２００万円と甲の養子である
ロ及び同ハにそれぞれ遺贈された各１５００万円の合計３４００万円を控除した８８
０万６７８６円が減殺されるべき対象財産である。遺留分減殺請求権行使の結果，
被告は原告に対し，上記各不動産については，１３億３９７２万９２２７分の３１３９
万９４２７の持分の移転登記手続きをすべきであり，８８０万６７８６円の預貯金に
ついては，１３億３９７２万９２２７分の３１３９万９４２７に当たる２０万６４０５円（円
未満切り捨て）の支払いをすべきであって，その余の請求は理由がない。

  ４　結論
　    　　よって，民訴法６４条に従い，主文のとおり判決する。

　　　　福岡地方裁判所第２民事部

                        　　　　　　　　裁　判　官  　横　山　秀　憲

　　　　　　※別紙物件目録等は省略した。


